
消 防 広 第 161 号 

令和８年３月 27 日 

 

 各都道府県消防防災主管部長 殿 

 

消防庁広域応援室長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

都道府県内の消防相互応援協定に関する優良事例の紹介について 

 

 

 消防庁では、令和７年 11 月 18 日に発生した大分市大規模火災を受け、「大分

市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告

書を取りまとめました。 

 本報告書では、今後も密集住宅市街地で急激な延焼拡大を伴う類似の火災が発

生し得ることを考えれば、速やかな応援要請を行うことで必要な消防力を円滑に

確保できる体制を整備しておくことが重要であり、消防庁においては、各都道府

県や消防本部に対し消防相互応援協定に関する優良事例の紹介を行うことで取組

の水平展開を図り、各地域の消防相互応援協定の充実を促していくことが重要で

あると提言されています。 

 このことも踏まえ、「消防相互応援協定の調査について（照会）」（令和７年 12

月 19 日付け消防広第 406 号）により把握し、報告書でも取り上げられた優良事

例を紹介するとともに、調査結果を共有させていただきます。 

 貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対し、この旨周知するとともに、これまでの通知も参考

に、各地域の消防広域応援体制の強化に引き続き取り組んでいただくようお願い

します。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づ

く助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 添付資料 

別添１ 消防相互応援協定に関する優良事例 

別添２ 都道府県の消防相互応援協定に関する調査結果 

 

２ 消防相互応援協定の見直しにあたっては、下記通知も参考にしてください。 

（１）「大規模災害時等における都道府県内の消防広域応援体制の強化について」



（平成 27 年３月 31 日付け消防広第 68 号） 

（２）「糸魚川市大規模火災を踏まえた消防広域応援体制の強化について」（平成

29 年７月 31 日付け消防広第 266 号） 

（３）「緊急消防援助隊に係る都道府県の受援計画について」（令和元年 10 月 28 日

付け消防広第 152 号） 
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応援要請前の先遣出動に関する先進的な事例

 応援要請を待たずに先行的な調査を含め出動できる先遣出動体制について、対応する消防機関
を代表消防機関以外にも多く定めているため、被災地の応援要請判断の補助や県内応援部隊の
早期の出動に繋げることができる。

消防相互応援協定の取組①

「愛知県消防広域応援基本計画」抜粋

※県内各地、合計９本部を登録

愛知県 ※代表消防機関（名古屋市消防局）に設置



応援規模をあらかじめ明確にしている事例

大阪府では、その他以下の項目についても網羅的に規定

【糸魚川市大規模火災を踏まえた都道府県における応援協定等の見直しの方針】
・ 多数の消防本部に応援要請を行う必要がある場合の県や代表消防本部等に
よる応援要請の代行

・ 県内応援に関する指揮を統制及び受援側の消防本部の指揮を支援する指揮
支援隊の出動

【その他広域応援体制の強化に有効な取組】
・ 県内応援隊の調整を行う本部の立ち上げ
・ 県庁や消防本部間のリエゾン派遣
・ 定期的な被害状況、対応状況等の報告体制
・ 応援要請の前段階における先遣出動

 府下広域応援出場隊について、ブロック毎に即応隊、３時間隊、５時間隊と３つの出動区分を設
け、あらかじめ出動までの時間と部隊規模を明確にしているため、被災地が災害の推移と照らし
て応援の規模をイメージしやすい。

大阪府
【出場隊編成一覧表（府下広域応援）】
●即応隊（府指揮支援隊含む。）
応援要請があれば直ちに出場できる小隊

●３時間隊及び５時間隊
応援要請があれば３時間後、５時間後に
出場できる小隊

消防相互応援協定の取組②

「府下広域災害応援マニュアル」抜粋



都道府県消防相互応援協定　調査結果（令和７年度）

県内応援隊の調整を行う本部の
立ち上げ

調整を行う本部の設置場所
県庁や消防本部間のリエゾン

派遣
リエゾン派遣方法

定期的な被害状況、対応状況
等の報告体制

報告方法 先遣出動 部隊派遣方法 その他
県内応援隊の調整を行う本部の

立ち上げ
調整を行う本部の設置場所 県庁や消防本部間のリエゾン派遣 リエゾン派遣方法

1 北海道 北海道広域消防相互応援協定 58 平成3年2月13日 令和2年3月23日 あらゆる災害 × × 〇

被災地消防本部から応援消防本部（地区代表消防機関
及び代表消防機関を含む）に連絡

〇

被災地消防本部及び総括代表消防機関、地区代表消防機関と
協議の上、先行調査を実施

× ×

2 青森県 青森県消防相互応援協定 11 平成28年3月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 ブロック代表本部 規定なし、実態として実施
代表消防機関から県庁へ

〇
被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

× 規定なし、実態として実施
ブロック代表本部

規定なし、実態として実施
代表消防機関から県庁へ

3 岩手県 消防相互応援に関する協定 12 平成19年5月1日
火災・救急・救助・

火災原因調査
〇 代表消防機関 規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

× 〇

代表消防機関

〇

代表消防機関から県庁へ

4 宮城県 宮城県広域消防相互応援協定 11 平成31年4月1日
火災・風水害・救急・

救助・地震
規定なし、実態として実施 幹事消防本部又は代表消防機関 × 〇

・被災地消防本部は幹事消防本部と連絡体制を確立
・県庁は代表消防機関と連絡体制を確立
・代表消防機関は県庁及び幹事消防本部を通じ各消防本部と
　連絡体制を確立
・各消防本部は幹事消防本部と連絡体制を確立

〇

【代表消防機関】
・消防航空隊による被害状況等の情報収集及び映像の配信等
・先行調査隊を編成し、地上からの被害状況等の情報収集
【要請側ブロック幹事消防本部】
・先行調査隊を編成し、被害状況等の情報収集
・発災地が遠隔地の場合、発災地隣接消防本部に先行調査隊の
　派遣要請ができる
【宮城県】
・県防災航空隊を派遣し、被害状況等の情報収集及び映像配信
・その情報を県庁及び各消防本部、関係機関等に配信

規定なし、実態として実施

代表消防機関又は幹事消防本部

〇

県庁及び幹事消防本部から被災地消防本部へ

5 秋田県 秋田県広域消防相互応援協定
13本部

（R8.4～ 12本
部）

平成29年3月27日 あらゆる災害 × × × × 〇

県庁

×

6 山形県 山形県広域消防相互応援協定 12 昭和53年3月10日 あらゆる災害 〇
県内応援は代表消防機関
ブロック内応援はブロック幹事消防機関

× 〇

被災地消防本部→被災地ブロック幹事消防機関→代表消防機関→県庁

〇

・県内応援は、代表消防機関及びブロック幹事消防機関の指揮隊が出動
・ブロック内応援は、ブロック幹事消防機関の指揮隊が出動
・代表消防機関又はブロック幹事消防機関が被災した場合は、原則として、
　被災地消防本部から時間的距離が近い指揮隊が出動

〇

・県内応援は代表消防機関
・ブロック内応援はブロック幹事消防機関

×

7 福島県 福島県広域消防相互応援協定 12 平成9年12月26日 あらゆる災害 × 規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

× 〇

県庁及び代表消防機関

規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

8 茨城県 茨城県消防相互応援協定 24 平成29年3月6日 あらゆる災害 〇 県庁 〇
代表消防機関から県庁へ

〇
被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

規定なし、実態として実施
県防災航空隊による情報収集

〇
県庁

〇
代表消防機関及び被災地消防本部から県庁へ

9 栃木県 特殊災害消防相互応援協定 12 昭和56年5月20日 平成30年4月1日 特定せず 規定なし、実態として実施 県庁及び代表消防機関 × × × 規定なし、実態として実施

県庁及び代表消防機関

〇

・代表消防機関から県庁及び被災地消防本部へ
・被災地消防本部から県庁へ
・ブロック内消防本部から被災地消防本部へ

10 群馬県 群馬県消防相互応援協定 11 昭和50年12月8日 平成30年12月13日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 代表消防機関 規定なし、実態として実施
県庁及び代表消防機関から
被災地消防本部へ 規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ
× 〇

代表消防機関
規定なし、実態として実施

県庁及び代表消防機関から被災地消防本部へ

11 埼玉県 埼玉県下消防相互応援協定 26 昭和60年4月1日 平成19年7月1日 あらゆる災害 × × 〇

被災地消防本部→幹事（代表代行）消防本部→代表消防機関→県庁

〇

ブロック指揮隊と、必要に応じ、消火隊１、救助隊１、救急隊１を
編成し先行調査出動

〇

代表消防機関または幹事消防本部

〇

代表消防機関から県庁へ

12 千葉県 千葉県広域消防相互応援協定 31 平成4年4月1日 平成18年8月22日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 × 規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

規定なし、実態として実施

代表消防機関の航空隊による情報収集を依頼

〇

県庁

災害状況や規模等に応じて判断

災害状況や規模等に応じて判断

14 神奈川県 神奈川県下消防相互応援協定 23 昭和50年7月25日 令和5年4月1日 あらゆる災害 × × 規定なし、実態として実施
被災地消防本部から県内全消防本部へ

×
県からタブレットを各本部へ配布。
情報提供等をLINEWORKSで発信する取組 〇

県庁
〇

代表消防機関から県庁へ

15 新潟県 新潟県広域消防相互応援協定 19 平成13年3月19日 あらゆる災害 × 〇

代表消防機関から被災地消防本部へ

〇

被災地消防本部→応援消防本部→地域代表消防本部→
各地域代表消防本部→地域内の各消防本部

× 〇

代表消防機関

〇

代表消防機関から被災地消防本部へ

16 富山県 富山県市町村消防相互応援協定 7 昭和44年2月7日 特定せず × × × × × ×

17 石川県 石川県消防広域応援協定 11 平成3年8月1日 あらゆる災害 〇 代表消防機関もしくは代表消防機関代行 〇
代表消防機関から県庁へ

〇
被災地消防機関→代表消防機関→県庁

〇 〇
代表消防機関もしくは代表消防機関代行

〇
代表消防機関から県庁へ

18 福井県 福井県広域消防相互応援協定 9 令和元年6月1日 あらゆる災害 × × × ×

県内消防本部の中から先遣隊派遣に適当であると認める
消防本部に対し、派遣要請

〇

代表消防機関

〇

被災地消防本部から県庁へ

19 山梨県 山梨県常備消防相互応援協定 10 昭和61年6月1日 あらゆる災害 〇 代表消防機関 × 〇

被災地消防本部→ブロック代表消防本部→代表消防本機関→県庁

〇

・ブロック代表消防本部は、先行調査を目的に指揮隊を
　出動させることができる。
・県防災航空隊に、情報収集のための出動依頼

〇

代表消防機関

規定なし、実態として実施

代表消防機関から被災地消防本部へ

20 長野県 長野県消防相互応援協定 13 平成8年2月14日 平成27年4月8日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施
地域内応援は、地域代表消防本部
県内応援は、代表消防機関

規定なし、実態として実施

代表消防本部から被災地消防本部へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

規定なし、実態として実施

代表消防機関から被災地消防本部の
指揮活動を支援する隊が出動

規定なし、実態として実施

・地域内応援は、地域代表消防本部
・県内応援は、代表消防機関

規定なし、実態として実施

代表消防機関から被災地消防本部へ

21 岐阜県 岐阜県広域消防相互応援協定 20 平成29年4月1日 令和3年12月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 × × × 規定なし、実態として実施

県庁

〇

代表消防機関から県庁及び被災地消防本部へ

22 静岡県 静岡県消防相互応援協定 16 昭和62年4月1日 平成29年3月10日 あらゆる災害 × × 規定なし、実態として実施
被災地消防本部→代表消防機関→
地区代表消防本部 × 〇

代表消防機関
×

23 愛知県 愛知県内広域消防相互応援協定 34 平成15年4月1日 令和4年12月1日 あらゆる災害 〇 代表消防機関 〇

代表消防機関から被災地消防本部へ

規定なし、実態として実施

県庁から代表消防機関へ聞き取り

〇

県下９本部（局）を先遣隊として規定し、被災消防本部へ出動

〇

代表消防機関

〇

代表消防機関から被災地消防本部へ

24 三重県 三重県内消防相互応援協定 15 平成10年7月1日 平成19年3月1日 火災・救急・救助 × × × × 〇
代表消防機関

×

25 滋賀県 滋賀県広域消防相互応援協定 7 平成25年2月15日 あらゆる災害 〇 代表消防機関 × 規定なし、実態として実施
被災地消防本部から県庁及び代表消防本部へ

規定なし、実態として実施
被災地消防本部の要請により県防災航空隊が情報収集

〇
代表消防機関

〇
代表消防機関、ブロック幹事消防本部及び県庁が
被災地消防本部へ

26 京都府 京都府広域消防相互応援協定 15 令和2年3月27日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 府庁 規定なし、実態として実施

代表消防機関から府庁へ

〇

①被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防機関→京都府
②被災地消防本部→京都府

〇

代表消防機関及びブロック幹事消防機関の
指揮隊、消火小隊、救助小隊及び救急小隊

〇

代表消防機関

〇

被災地消防本部等から代表消防機関へ

27 大阪府 大阪府下広域消防応援相互応援協定 24 昭和61年9月1日 令和6年7月16日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 代表消防機関 〇

・代表消防機関及びブロック幹事消防本部から
　被災地消防本部へ
・ブロック幹事消防本部から代表消防機関へ 〇

被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防機関→
府庁及び他の消防本部

〇

・ブロック幹事消防本部及び代表消防機関は、状況から応援要請が
　困難と判断した場合は、要請を待つことなく府指揮支援隊を派遣
・代表消防機関航空隊による情報収集 規定なし、実態として実施 〇

・代表消防機関及びブロック幹事消防本部から被災地消防本部へ
・ブロック幹事消防本部から代表消防機関へ

28 兵庫県 兵庫県広域消防相互応援協定 24 昭和63年8月1日 平成25年10月23日 あらゆる災害 × × × × 〇

県庁又は代表消防機関

〇

下記の職員を調整を行う本部を設置する場所に派遣
・代表消防機関、ブロック別代表消防本部、被災地消防本部、
その他必要な者

29 奈良県 奈良県消防広域相互応援協定 3 平成29年4月1日 あらゆる災害 × 規定なし、実態として実施

・代表消防機関から県庁へ
・被災地消防本部の管轄消防署から
　被災地市町村の災害対策本部へ

〇

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇

代表消防機関は、応援が必要と認めたとき、先行調査隊を派遣

× 規定なし、実態として実施

・代表消防機関から県庁へ
・被災地消防本部の管轄消防署から被災地市町村の災害対策本部へ

30 和歌山県 和歌山県下消防広域相互応援協定 17 平成8年3月1日 令和6年12月23日 あらゆる災害 × × × 〇

応援市町村長は、応援の必要があり、応援要請が困難と
認められるとき、応援隊を派遣することができる。

× ×

31 鳥取県 鳥取県下広域消防相互応援協定 3 平成14年2月28日 平成19年4月30日 火災・救急・救助 × × × × × ×

32 島根県 島根県消防広域相互応援協定 9 平成30年8月1日
自然災害・大規模火災・大規模
又は特殊な救急・救助等事故

× × 規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

規定なし、実態として実施

県防災航空隊による情報収集

× ×

33 岡山県 岡山県と県内市町村等との消防広域応援協定 14 平成31年3月20日 あらゆる災害 〇 県庁 × 規定なし、実態として実施
被災地消防本部→代表消防本部→県庁
（緊急時は、被災地消防本部→県庁） 〇

代表消防本部またはブロック代表消防本部（被災地区別に規定）
〇

県庁
×

34 広島県 広島県内広域消防相互応援協定 13 昭和62年10月1日 平成29年6月1日 あらゆる災害 × × 規定なし、実態として実施

県庁から被災地消防本部へ

〇

ブロック代表消防本部の指揮隊のみが出動

〇

県庁

×

35 山口県 山口県広域消防相互応援協定 12 平成8年4月1日 平成26年2月1日 あらゆる災害 × × 規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

×

応援の特例として、近隣の市町は発災市町からの要請がない場
合でも
災害状況から応援が必要と判断したときは要請があったものと
みなて応援を実施する。

× ×

36 徳島県 徳島県広域消防相互応援協定 13 昭和55年4月1日 平成２７年１２月１日 あらゆる災害 × × × × 〇

被災地消防本部

×

37 香川県 香川県消防相互応援協定 9 昭和61年12月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇

被災地消防本部の近隣の消防本部が出動

規定なし、実態として実施

県庁

〇

代表消防本部もしくは代表代行消防本部及び被災地消防本部から県庁へ

38 愛媛県 愛媛県消防広域相互応援協定 14 令和2年3月31日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 規定なし、実態として実施

県庁から被災地消防本部へ
代表消防機関から県庁及び被災地消防本部へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

規定なし、実態として実施

県防災航空隊による上空偵察

〇

知事が指定した場所

〇

県庁から被災地消防本部へ

39 高知県 高知県内広域消防相互応援協定 15 平成8年2月29日 令和6年4月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 代表消防機関 × 規定なし、実態として実施

被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防機関及び県庁へ

× 〇

代表消防機関

×

40 福岡県 福岡県消防相互応援協定 24 平成31年3月25日 令和4年4月28日 あらゆる災害 〇 代表消防機関 × 〇

被災地消防本部→地域代表消防本部→地域内の他の消防本部及び
代表消防機関→他の地域代表消防本部及び県庁→他の地域代表消防
本部→その地域の消防本部

× 〇

代表消防機関

×

41 佐賀県 佐賀県常備消防相互応援協定 5 平成26年7月2日 あらゆる災害 × 規定なし、実態として実施 × × 〇 規定なし、実態として実施

42 長崎県 長崎県広域消防相互応援協定 10 昭和51年4月1日 あらゆる災害 〇 県庁 〇
代表消防機関から県庁へ

〇
県庁→被災地消防本部→代表消防機関

× 規定なし、実態として実施
県庁

×

43 熊本県 熊本県消防相互応援協定 12 平成27年4月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 × 規定なし、実態として実施
被災地消防本部から県庁へ

〇
代表消防機関及び隣接消防機関のうち出動可能な応援隊

〇
県庁

×

44 大分県 大分県常備消防相互応援協定 14 平成24年3月30日 あらゆる災害 × × 規定なし、実態として実施 × × ×

45 宮崎県 宮崎県消防相互応援協定 10 平成30年5月11日 特定せず × 指定なし × × × 〇
指定なし

規定なし、実態として実施
被災地市町村及び代表消防機関代行から県庁へ

46 鹿児島県 鹿児島県内消防相互応援協定 20 平成18年10月25日 平成30年12月20日 あらゆる災害 × × × 〇

緊急を要し、要請を待ついとまがない場合、
先行調査のため消防隊を派遣できる

規定なし、実態として実施

県庁又は代表消防機関

規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁や被災地消防本部へ

47 沖縄県 沖縄県消防相互応援協定 18 平成18年8月1日 あらゆる災害 規定なし、実態として実施 県庁 規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

規定なし、実態として実施

代表消防機関及び代表消防機関代行から
県内指揮支援隊を派遣

規定なし、実態として実施

県庁

規定なし、実態として実施

代表消防機関から県庁へ

都道府県内の応援調整体制【応援要請

番号 協定対象災害最終改正年月日協定締結年月日消防本部数協定名都道府県

都道府県内の応援調整体制【応援要請を受ける前の段階】



都道府県消防相互応援協定　調査結果（令和７年度

1 北海道 北海道広域消防相互応援協定

2 青森県 青森県消防相互応援協定

3 岩手県 消防相互応援に関する協定

4 宮城県 宮城県広域消防相互応援協定

5 秋田県 秋田県広域消防相互応援協定

6 山形県 山形県広域消防相互応援協定

7 福島県 福島県広域消防相互応援協定

8 茨城県 茨城県消防相互応援協定

9 栃木県 特殊災害消防相互応援協定

10 群馬県 群馬県消防相互応援協定

11 埼玉県 埼玉県下消防相互応援協定

12 千葉県 千葉県広域消防相互応援協定

14 神奈川県 神奈川県下消防相互応援協定

15 新潟県 新潟県広域消防相互応援協定

16 富山県 富山県市町村消防相互応援協定

17 石川県 石川県消防広域応援協定

18 福井県 福井県広域消防相互応援協定

19 山梨県 山梨県常備消防相互応援協定

20 長野県 長野県消防相互応援協定

21 岐阜県 岐阜県広域消防相互応援協定

22 静岡県 静岡県消防相互応援協定

23 愛知県 愛知県内広域消防相互応援協定

24 三重県 三重県内消防相互応援協定

25 滋賀県 滋賀県広域消防相互応援協定

26 京都府 京都府広域消防相互応援協定

27 大阪府 大阪府下広域消防応援相互応援協定

28 兵庫県 兵庫県広域消防相互応援協定

29 奈良県 奈良県消防広域相互応援協定

30 和歌山県 和歌山県下消防広域相互応援協定

31 鳥取県 鳥取県下広域消防相互応援協定

32 島根県 島根県消防広域相互応援協定

33 岡山県 岡山県と県内市町村等との消防広域応援協定

34 広島県 広島県内広域消防相互応援協定

35 山口県 山口県広域消防相互応援協定

36 徳島県 徳島県広域消防相互応援協定

37 香川県 香川県消防相互応援協定

38 愛媛県 愛媛県消防広域相互応援協定

39 高知県 高知県内広域消防相互応援協定

40 福岡県 福岡県消防相互応援協定

41 佐賀県 佐賀県常備消防相互応援協定

42 長崎県 長崎県広域消防相互応援協定

43 熊本県 熊本県消防相互応援協定

44 大分県 大分県常備消防相互応援協定

45 宮崎県 宮崎県消防相互応援協定

46 鹿児島県 鹿児島県内消防相互応援協定

47 沖縄県 沖縄県消防相互応援協定

番号 協定名都道府県
定期的な被害状況、対応状況等

の報告体制
報告方法 その他

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から地区代表消防機関及び総括代表消防機関へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録
・地区応援要請は地区代表消防機関経由
・道内応援要請は代表消防機関を経由

3 その他

【受援側】陸上応援経費は原則負担。
【応援側】隊員の旅費・諸手当、燃料費（現地調達分除く）、修理費及び
　　　　　　消耗品費（現地調達分除く）

北海道広域消防相互応援協定覚書
北海道広域消防相互応援協定運用マニュアル

見直す予定はない

〇
応援隊→県大隊長→代表消防機関及び被災地消防本部→県庁

〇 〇 〇 指定 指定 指定 代表消防機関経由 3 その他
【受援側】燃料費、宿泊費、食糧費、資機材費等
【応援側】修理費、人件費、公務災害補償経費

青森県消防相互応援協定の運用
令和７年度中に見直し予定 字句の整理、応援手続きに関する様式の修正

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇 〇 × × × 都道府県経由 区分なし その他

【受援側】燃料費(現地調達分)、宿泊費及び食糧費、資機材費、活動中に第三者に与えた
　　　　　損害賠償費等
【応援側】公務災害補償費、旅費及び諸手当、燃料費（現地調達分除く）、修理費、
　　　　　応援先への移動中での第三者に与えた損害賠償費等

消防相互応援に関する実施要領

見直す予定はない

〇

・被災地消防本部は幹事消防本部と連絡体制を確立
・県庁は代表消防機関と連絡体制を確立
・代表消防機関は県庁及び幹事消防本部を通じ各消防本部と連絡体制を確立
・各消防本部は幹事消防本部と連絡体制を確立

〇 〇 〇 登録 登録 登録 直接・個別 3 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、宿泊費及び食糧費、資機材費、活動中に第三者に
　　　　　与えた損害賠償費等
【応援側】公務災害補償費、旅費及び出動手当、燃料費（現地調達分除く）、修理費、
　　　　　被服の損料当、交通事故における損害賠償費等

宮城県広域消防応援基本計画
宮城県内航空消防応援協定

見直す予定はない

〇

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 〇 登録 登録 登録 代表消防機関経由 3 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、宿泊費及び食料費、活動中に第三者に与えた
　　　　　損害賠償費等、資機材費
【応援側】人件費、公務災害補償費、燃料費（ 現地調達分除く）、修理費、応援先への
　　　　　移動中での第三者に与えた損害賠償費等
※上記以外の費用は、市町等相互が協議

秋田県広域消防相互応援協定解釈・運用に係る確認書
応援要請系統図等

令和７年度中に見直し予定

消防広域化に伴う内容及び隣県との
内容に合わせ、必要により見直し検討

〇

被災地消防本部→ブロック幹事消防機関→代表消防機関→県庁 県内またはブロック内応援要請があった場合で、災害状況の把
握又は
応援隊の活動管理等のため、被災地消防本部が必要と認めた場
合は、
代表消防機関から指揮支援隊が出動

〇 〇 〇 指定 指定 指定 直接・個別 3 その他

【受援側】食糧費、被災地で救急治療した経費
【応援側】上記以外の経費

山形県消防広域応援計画

令和７年度中に見直した

指揮体制の明確化、応援隊の
集結に係る規定の追加等

〇

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇
規定なし

指定している
登録 登録 登録 代表消防機関経由 2 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、食糧費、宿泊費、資機材費、活動中に第三者に
　　　　　与えた損害賠償費等
【応援側】人件費、公務災害補償等、燃料費（現地調達分除く）、修理費

・緊急消防援助隊福島県大隊応援等実施計画
・福島県消防広域応援基本計画
・福島県消防防災ヘリコプター緊急運航要領
・福島県広域消防相互応援協定に基づく避難指示
　区域内の広域応援隊の活動方針
・福島県広域消防相互応援協定に基づく東京電力
　福島第一原子力発電所及び避難指示区域内での
　多数傷病者発生時における広域応援隊の活動方針

見直す予定はない

広域応援隊の編成等の見直しを検討

〇
指揮者及び県内応援指揮支援隊長から調整本部へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録 都道府県経由 1 その他
【受援側】燃料費（現地調達分）、食糧費、消火薬剤等の支給に要する経費等
【応援側】人件費、燃料費（現地調達分除く）等

茨城県消防広域基本計画
令和７年度中に見直し予定

指揮支援隊の先遣出動

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

〇 〇 〇
各ブロックで

定める

要請消防本部
内に、「県内応
援統括班」を設
置し、班長は代
表消防機関か
代表代行本部
※「県内応援隊
長」も上記と同
様

左記と同様
・１次応援はブロック内幹事消防本部
・２次応援は県及び代表消防本部

2 その他

【受援側】化学消火薬剤、燃料費、給食を行った場合の経費
【応援側】隊員の諸手当、修理費
※上記以外の費用は、都度当事者間で協議

栃木県広域消防応援等計画

令和７年度中に見直し予定

各種情報が古くなっていることもあり、
修正の必要がある。

規定なし、実態として実施
被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇 × × 指定 指定 直接・個別 区分なし 応援側（全額）
原則、応援側が負担。ただし状況に応じ受援側負担の場合あり。 群馬県消防相互応援協定実施細則

見直す予定はない

〇

指揮支援隊長から後方支援本部へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録 都道府県経由 3 その他

【受援側】消火薬剤、消防法第29条第3項の規定による損失補償費等
【応援側】修理費、燃料費、人件費等
※費用が多額場合は、当事者双方の協議

・埼玉県下消防相互応援協定に関する運用基準
・埼玉県特別機動援助隊設置要綱

令和７年度中に見直した

応援要請の区分の整理
情報連絡体制の整理
先行調査の整理等

〇

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録 代表消防機関経由 区分なし その他

【受援側】下記以外の費用を負担。
【応援側】修理費、燃料費、隊員の諸手当、被服の損料等
※高額の修理、応援隊員及び一般人の死傷に係る災害補償等の費用は、
　市町村間において協議
※知事の要請に基づく場合は、別途規定

・千葉県消防広域応援基本計画
・消防組織法第４３条に基づく知事の指示による
　千葉県消防広域応援隊運用要綱
・消防活動応援調整本部設置規定
・千葉県広域消防相互応援協定書に基づく火災
　調査等特別応援実施要綱
・千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空
　特別応援実施要綱
・航空特別応戦実施要綱に基づく回転翼航空機に
　よる救急活動運用要領

見直す予定はない

規定なし、実態として実施
被災地消防本部→県庁→県内消防本部 被災地消防本部から県庁へのリエゾン派遣の打診

〇 〇 〇 登録 登録 登録 都道府県経由 2 受援側（全額）
隊員の諸手当及び旅費、修繕料、役務費、代替購入費、燃料費、消耗品費、賃借料、
その他の物件費

神奈川県下相互応援協定に基づく覚書
見直す予定はない

被災消防本部からリエゾンの派遣又は県職員の
被災消防本部への派遣の明記

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から代表消防機関へ

〇 〇 〇 登録 指定 登録 直接・個別 3 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）食糧費、宿泊費、活動中に第三者に与えた損害賠償費等、
　　　　　資機材費
【応援側】人件費、公務災害補償費、燃料費（現地調達分除く）、修理費、被服の損料等、
　　　　　応援先への移動中での第三者に与えた損害賠償費等

新潟県広域消防相互応援運用要綱

令和６年度に見直しを実施

× 〇 × × × × × 直接・個別 3 その他
【受援側】現地調達したものの経費
【応援側】経常的経費

富山県市町村消防相互応援協定運用細目
見直す予定はない

〇
被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 〇 × 指定 × 代表消防機関経由 区分なし その他
【受援側】下記以外の経費
【応援側】修理費、燃料費、諸手当及び死傷による補償

石川県消防広域応援基本計画
見直す予定はない

令和6年11月に基本計画を改正済み

〇

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 × 登録 指定 指定
・３本部以上の応援は代表消防機関経由
・２本部以下の応援は直接

2 その他

【受援側】消火薬剤、食料等の経費
【応援側】人件費、燃料等の経常的経費、公務災害補償費
※多額の経費を要する場合は、当該関係市町間で協議

福井県広域消防相互応援等実施計画

見直す予定はない

〇

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 〇 指定 指定 指定 代表消防機関経由 3 その他

【受援側】燃料費、食糧等に要する費用
【応援側】人件費、機械器具等に要する費用

山梨県常備消防相互応援協定に関する運用基準

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録
・隣接応援は直接
・地域応援は地域代表消防機関経由
・県内応援は代表消防機関経由

4 その他

【受援側】損失補償費、損害補償費、損害賠償費、調達依頼のあった資機材等に
　　　　　係る経費等。
【応援側】旅費及び諸手当、公務災害補償費、消防職員等賞じゅつ金、修理費、
　　　　　使用した資機材又はそれに係る経費、燃料費、給食等に係る経費

長野県消防相互応援協定実施細則

令和７年度中に見直し予定

・県内で震度６強以上の地震が起きた場合
・南海トラフ地震が発生した場合の対応強化
　（それぞれのアクションプランを作成。迅速出動体制を規定）
・県内消防相互応援隊に係る消防活動調整本部の設置（県庁内）

緊急消防援助隊同様に、食料の調達や人員の輸送等は、
県内相互応援の際にも必要と考え、県での経費負担も
含めて総合的に検討を進める予定。

規定なし、実態として実施 〇 〇 〇 登録 × 指定 ブロック代表消防本部 2 その他

【受援側】下記以外の経費
【応援側】人件費、燃料費、人員輸送費、小破損修理費、公務災害補償費、
　　　　　被災地往復途上の第三者損害賠償費

岐阜県広域消防相互応援協定書に基づく覚書
岐阜県広域消防応援基本計画

見直す予定はない

〇
被災地消防本部→代表消防機関→地区代表消防本部

〇 〇 〇 × × × 直接・個別 3 その他
【受援側】調達及び輸送にかかる経費（応援側職員に関するものを除く）その他経費
【応援側】人件費、燃料費、公務災害補填費、事故により生じた経費

静岡県相互応援協定に基づく覚書
見直す予定はない

規定なし、実態として実施

県庁から代表消防機関へ聞き取り

〇 〇
出動可否報告

時のみ
ブロック管理

指定 指定 指定 代表消防機関経由 区分なし その他

【受援側】大破損修理費、応援職員及び団員の死傷による災害補償等
【応援側】小破損修理費、燃料費、諸手当等
※疑義が生じた経費については、その都度協議
※応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除く

愛知県消防広域応援基本計画

検証事項があり、
結果に応じて見直し

早期応援要請・迅速出場体制構築に向けた情報伝達フロー
及び共通認識を図るための指標について検討中。

〇
後方支援本部は、災害状況、三重県内消防相互応援隊の活動状況、
その他必要な事項について適宜、知事に対して報告するものとする 〇 〇 〇 × × × 規定なし

①県内応援
②近隣市町
の２区分

応援側（全額）
経費は、当該職員の所属組織の負担のみの記載 三重県内消防相互応援協定

三重県消防広域応援基本計画 見直す予定はない

規定なし、実態として実施
県内応援隊本部→県庁、後方支援本部へ

〇 〇 〇 登録 登録
指定なし

任務としてはあ
る

代表消防機関経由 区分なし その他
【受援側】燃料費、宿泊費、食糧費等
【応援側】旅費、出動手当、修理費等

滋賀県広域消防相互応援基本計画
令和７年度中に見直した

県内応援隊の応援可能隊および特殊車両等

〇

・被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防機関→府庁
・被災地消防本部から府庁へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録 直接・個別 3 その他

【受援側】 燃料費（現地調達分）、資器材費、
【応援側】諸手当、燃料費（現地調達分除く）、その他経常的経費、隊員の死傷による
　　　　　公務災害補償費

京都府広域消防相互応援協定実施細目
京都府消防広域応援基本計画

令和７年度中に見直し予定

・府内応援部隊支援隊の創設及び府内応援部隊
　指揮支援隊の機能強化
・迅速出動基準の設定
・応援要請ルートの一本化
　（代表消防機関へ統一）
・応援要請前の京都府及び代表消防機関の体制強化

・災害発生時の京都府への情報共有基準の設定
　（現状依頼文ベースで運用しているものを明確化）
・対口支援体制の検討

〇

被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防機関→府庁及び他の消防本部

〇 〇 〇 登録 登録 登録 代表消防機関経由 3 その他

【受援側】特別に調達を要請した燃料費、資機材費、食料等の経費（受援市が調達した
　　　　　ものを含む。）
【応援側】人件費、 燃料費、資機材費、食料費、宿泊等の経費（受援市が調達したもの
　　　　　を除く）、修理費

大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書
府下広域災害応援マニュアル

検討中

〇

被災地消防本部→ブロック別代表消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 〇 × 指定 指定 ブロック別代表消防本部 3 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、宿泊費、食料費、修理費、賞じゅつ金、賞尉金、
　　　　　資器材費、活動中に第三者に与えた損害賠償費等
【応援側】公務災害補償費、旅費、諸手当、移動中に第三者に与えた損害賠償等、
　　　　　被服の損料等、人件費、その他経費

兵庫県広域消防相互応援覚書

見直す予定はない

〇

被災地消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 × 登録 × 登録 代表消防機関経由 区分なし その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、防職員及び団員の賞じゅつ金、活動中に第三者に
　　　　　与えた損害賠償費等及び損失補償費（故意又は重大な過失の場合は応援側
　　　　　負担）、資機材費
【応援側】公務災害補償費、旅費、諸手当、移動中に第三者に与えた損害賠償等、
　　　　　その他人件費及び経費

奈良県消防広域応援基本計画

応援基本計画の見直し
（時期未定）

現況に応じた全体的な見直しの検討が必要

〇

被災地市町村等から県庁へ

〇 〇 〇 登録 指定 指定 直接・個別 3 その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、大修理に要する経費、化学消化薬剤費、損賠賠
　　　　　償費（交通事故除く）、賞じゅつ金、その他諸費用
【応援側】人件費、災害補償費、燃料費（現地調達分除く）、小修理に要する経費、
　　　　　交通事故による損害賠償費、被服の損料費

和歌山県下消防広域相互応援協定に基づく覚書
和歌山県下消防広域応援基本計画

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から応援要請を受ける消防本部へ
（災害規模等から、被災地消防本部から県庁の場合あり）

× × × × × × 直接・個別 区分なし その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、資機材費、活動中に第三者に与えた損害賠償費等、
　　　　　賞じゅつ金
【応援側】公務災害補償費、旅費、諸手当、燃料費（現地調達分除く）、修理費、
　　　　　被覆の損料費等、交通事故時の損害保障費等

鳥取県下広域消防相互応援協定実施細目

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁及び代表消防機関へ

〇 〇 ×
各消防本部

の計画
× ×

複数に応援要請を行う場合、代表消防
機関又は代表消防機関代行経由

区分なし その他

【受援側】燃料費（現地調達分）、資機材費、活動中に第三者に与えた損害賠償費等、
　　　　　賞じゅつ金、食料の支給した経費
【応援側】公務災害補償費、旅費、諸手当、燃料費（現地調達分除く）、修理費、
　　　　　被服の損料費、交通事故時の損害補償費等

島根県消防広域相互応援協定実施細目

見直す予定はない

規定なし、実態として実施
・被災地消防本部→代表消防本部→県庁
・緊急時は、被災地消防本部から県庁へ 〇 〇 〇 登録 登録 登録 県経由 区分なし その他

【受援側】化学消火に要した薬剤費、燃料費（現地調達分）
【応援側】諸手当、旅費等

岡山県内消防広域応援計画
岡山県下消防相互応援協定及び実施細目 随時、必要に応じて見直し

〇

県庁から被災地消防本部へ

〇 〇 〇 登録 登録 登録 規定なし 区分なし その他

【受援側】要請による物資等の調達経費等
【応援側】人件費、燃料費等

広島県内広域消防相互応援協定実施細目
県内高速道路等消防相互応援実施基準
県内大規模災害時等広域消防相互応援実施基準

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

〇 × × 指定 指定 × 県または代表消防機関経由 2 その他

【受援側】資機材費、物資調達経費、燃料費、食糧の支給に要する経費、
　　　　　活動中に第三者に与えた損害賠償費
【応援側】人件費、燃料等の経常的経費、応援職団員の公務災害補償費、移動中に第三者
　　　　　に与えた損害賠償等、隊員の重大な過失による第三者への損害賠償費

山口県内広域応援消防相互応援協定実施細目
山口県広域応援消防計画

見直す予定はない

応援部隊について、資機材や部隊編成の見直しや更新を行う予定

〇

被災地消防本部→各ブロック代表消防本部→代表消防機関→県庁

〇 〇 〇 × 指定 指定
ブロック代表消防本部及び
代表消防機関経由

2 その他

【受援側】消火薬剤、食料費等の経費
【応援側】人件費、燃料等の経常的経費、公務災害補償費
※多額の経費を要する場合は、関係管理者等が協議

徳島県消防広域応援計画

見直す予定はない

〇

被災地消防本部→代表消防本部→県庁

〇 〇 × 登録 登録 登録 直接・個別 区分なし その他

【受援側】下記以外の経費
【応援側】小破損の修理費、燃料費、諸手当
※大破損の修理及び、隊員の死傷に係る災害補償等の重要事項は、
　当事者間において協議

香川県内大規模災害時等消防相互応援実施基準

見直す予定はない

〇

被災地消防本部から県庁へ

〇 〇 〇 × × × 都道府県経由 3 その他

【受援側】受援側の要請で応援側が調達又は立替えた資機材費、食料費、燃料費等
【応援側】人件費、燃料費、修理費、被服の補修等、公務災害補償費、事故等により
　　　　　生じた経費等

愛媛県消防広域相互応援計画

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部→ブロック幹事消防本部→代表消防本部及び県庁

〇 〇 〇 × × 指定 代表消防機関経由 2 その他

【受援側】下記以外の経費
【応援側】小破損の修理、燃料費、人件費等
※大破損の修理費、隊員死傷による災害補償等は協議

高知県内広域消防相互応援計画

令和５年度中に見直した

災害が発生する恐れのある段階から、消防の広域応援の準備及び実施ができるよう改
正。

〇

被災地消防本部→地域代表消防本部→地域内の他の消防本部及び
代表消防機関→他の地域代表消防本部及び県庁→他の地域代表消防
本部→その地域の消防本部

〇 〇 〇 登録 登録 登録 代表消防機関経由 2 受援側（全額）

応援に要した経費 福岡県消防相互応援協定覚書
福岡県消防相互応援協定実施計画

見直す予定はない

〇
被災地消防本部→代表消防機関が各本部に調整→応援消防本部

〇 〇 × × × × 規定なし 区分なし その他
【受援側】下記以外の経費
【応援側】燃料費、諸手当、修理費、交通事故時の損害賠償、公務災害等

覚書、確認書
見直す予定はない

〇
被災地の市町長から知事へ

〇 〇 × 登録 × × 都道府県経由 区分なし 応援側（全額）
緊急消防援助隊長崎県隊応援等実施計画
長崎県緊急消防援助隊受援計画 令和７年度中に見直し予定

令和6年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の結果を踏まえ見直し予定。

〇
被災地消防本部から県庁へ

〇 〇 〇 登録 登録 ×
直接
（規模により県を通じる場合あり）

区分なし 応援側（全額）
原則として応援側。
※ただし、活動による損害賠償や損失補償等は、重大な過失による場合を除き受援側

熊本県消防相互応援協定実施計画書
見直す予定はない

規定なし、実態として実施 〇 〇 × × 指定 指定 直接・個別
近隣応援
広域応援
の２つ

その他

【受援側】化学消火薬剤の経費、燃料費、給食等に要する経費
【応援側】燃料費、被服損料、旅費、諸手当、公務災害補償費、賞じゅつ金、修理費
※その他
・一般人を死傷させた場合は協議
・家屋等の損壊は管轄する側（それ以外の地域は折半）

大分県常備消防相互応援協定書
大分県常備消防相互応援協定に関する覚書
大分県常備消防相互応援協定実施要領

見直す予定はない

〇
被災地の市町村長等から応援消防本部、代表消防機関及び知事へ

〇 〇 × × × × 規定なし 区分なし その他
【受援側】下記以外の経費
【応援側】燃料費（現地調達分除く）、消耗品費、修理費、食糧費、給与、補償費

宮崎県消防相互応援基本計画
見直す予定はない

〇

被災地消防本部→代表消防機関等→県庁

〇 〇 〇 登録 登録 ×
代表消防機関又はブロック代表消防本部
を経由

2 その他

【受援側】食糧費、消耗品等
【応援側】修理費、諸手当、消耗品等
※活動等に係る人畜の死傷への補償や協定に定めのない経費は協議

鹿児島県内消防相互応援協定覚書

見直す予定はない

規定なし、実態として実施

被災地消防本部から県庁へ

× × × × × × 直接・個別 区分なし 受援側（全額）

原則、受援側
※応援側隊員の負傷等による災害補償は応援側負担

（案）沖縄県内消防広域応援等実施計画

見直しに向け調整中

現在は各消防本部（消防常備市町村）のみを対象としており、
消防非常備町村を含めた応援協定とする必要があるため、
見直しに向け調整を進めている。

請を受けた後の段階】

今後の見直しの検討等
応援経費の

負担
応援経費の負担の規定 協定を補完する規定等 協定の見直しの有無 見直しの内容

県内応援隊を
統括する
「指揮隊」

の登録・指定

被災地の指揮
者を支援する
隊の登録・指定

被災地の市町村等の長による応援要請先

県内応援隊の
出動区分の数
（１次、２次、３

次等）

代表消防機関
の指定

代表消防機関
代行の指定

地域ブロック
統括消防機関

の指定

応援隊の
登録・指定



別紙

説　明

7 締結年月日 　現在の協定の締結年月日を和暦で記入してください。

8 最終改正年月日 　現在の協定の最終（直近）の改正年月日を和暦で記入してください。

9 協定が対象としている災害
　現在の協定で対象としている災害について選択してください。
　※選択肢がない場合は「その他」に詳細を記載してください。

10
①都道府県内応援隊の調整を行う本部の立ち上げ
・都道府県庁や代表消防機関等において、応援の調整を行うための本部の立ち上げについて
 選択してください。

11
・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、調整を行う本部を
　設置する場所を記入してください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。

12
②都道府県庁や消防本部間のリエゾン派遣
・代表消防機関から都道府県庁へのリエゾン派遣、地域ブロック統括消防機関から代表消防
　機関等へのリエゾン派遣について選択してください。

13

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、リエゾン派遣の詳細を
　ご記入ください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　　（例）代表消防本部から県庁と要請消防本部へリエゾン派遣
　　　　　代表消防本部から県庁のみ　等

14
③定期的な被害状況、対応状況等の報告体制
・応援が必要になる前段階での、各消防本部から道府県庁、代表消防機関等への定期的な
　被害状況や対応状況等の報告体制について、選択してください。

15

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、報告体制の詳細を
　ご記入ください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　　 （例）災害が発生している消防本部から県庁へ
　　 　　　災害発生消防本部→代表消防本部→県庁　等

16
④応援要請の前段階における指揮隊や航空機による情報収集のための先遣出動
・応援要請の前段階における、代表消防機関等の指揮隊の派遣、航空機による情報収集の
　ための出動等、応援要請前の部隊の出動について選択してください。

17

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、先遣出動の詳細を記入
　してください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　　 （例）代表消防本部の指揮隊のみが出動
　　　　　 ブロック代表消防本部の指揮隊のみが出動　等

18 　上記以外で実施している取組があれば自由に記載してください。

19
①都道府県内応援隊の調整を行う本部の立ち上げ
・県庁や代表消防機関等において、応援の調整を行うための本部の立ち上げについて選択
　してください。

20

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、調整を行う本部を
　設置する場所を記入してください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　●「11」と同様であれば「11と同じ」などで構いません。

21
②都道府県庁や消防本部間のリエゾン派遣
・代表消防機関から道府県庁へのリエゾン派遣、地域ブロック統括消防機関から代表消防
　機関等へのリエゾン派遣について選択してください。

22

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、リエゾン派遣の詳細を
　ご記入ください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　　（例）代表消防本部から県庁と要請消防本部へリエゾン派遣
　　　　　代表消防本部から県庁のみ　等
　●「13」と同様であれば「13と同じ」などで構いません。

23
③定期的な被害状況、対応状況等の報告体制
・応援が必要になる前段階での、各消防本部から都道府県庁、代表消防機関等への定期的な
　被害状況や対応状況等の報告体制について、選択してください。

24

・「規定している」又は「実態として実施している」を選択した場合は、報告体制の詳細を
　ご記入ください。
　※「その他」を選択した場合で書ききれなければ、こちらを使用してください。
　　 （例）災害が発生している消防本部から県庁へ
　　 　　　災害発生消防本部→代表消防本部→県庁　等
　●「15」と同様であれば「15と同じ」で構いません。

25 　上記以外で実施している取組があれば自由に記載してください。

26 代表消防機関の指定の有無 　代表消防機関の指定の有無を選択してください。

27
代表消防機関の任務を代行
する消防機関の指定

　代表消防機関の任務を代行する消防機関の指定の有無を選択してください。

28
地域ブロックの統括を行う
消防機関の指定

　地域ブロックの統括を行う消防機関の指定の有無を選択してください。

29 応援隊の登録等の有無 　応援隊の登録・指定の有無を選択してください。

30 指揮隊の登録等の有無
　応援隊を統括する指揮隊の登録・指定（指揮支援隊が指揮隊の業務を実施する場合を含む。）
　の有無を選択してください。

31
被災地（市町村又は消防本部）の
指揮を支援する隊の登録等

　被災地の指揮者を支援する指揮隊等の登録・指定（指揮支援隊が指揮隊の業務を実施する
　場合を含む。）の有無を選択してください。

32
被災地の市町村等の長による応
援要請先

　応援要請を実施する際の応援先について選択してください。

33 出動区分数

　隣接消防本部の応援（１次）、同一ブロック内の応援（２次）、都道府県内全体の応援（３次）
　など段階的に出動区分が規定されている場合は、その区分数を選択してください。
　※前述の場合は、３段階であるので区分数「３」を選択。
　※区分規定がない場合は、「区分なし」を選択。
　※区分はあるが選択肢がない場合は「その他」に詳細を記載してください。

34 　応援に要した経費の負担について選択してください。

35 　応援経費の負担について規定している場合は、その詳細を記入してください。

36 協定を補完する細目等
　協定を補完する覚書、実施細目、基本計画、運用要綱等がある場合はその名称を記入して
　いただき、ご提供をお願いいたします。

37 　令和７年度内の見直しの有無について選択してください。

38
　上記項目にて、「見直した」又は「見直し予定」を選択した場合、その「箇所」と「内容」を記載
　してください。
　（例）第４条第１項　　○○→■■に見直し

39
今後見直しを検討している
　　　　　　　　又は
検討が必要と考えている内容

　今後、見直しを検討している又は検討が必要と考えている内容があれば記載してください。

40 その他 上記以外で関連する特記事項等がありましたら記載してください。

応援経費の負担について

令和７年度中の見直しの有無

調査項目説明（消防相互応援協定の調査について）

項　目（Forms質問番号）

※以下、10～18については、都道府県内の消防本部から応援要請を受ける前の段階（災害の発生により応援要請の可能性がある旨の
　 連絡を受けた場合、台風の接近等により被害が予想される場合等）における、応援に係る調整や情報収集等を実施するための体制
　 について回答してください。

都道府県内の応援調整体制
 【応援要請を受ける前の段階】

※以下、１9～25については都道府県内の消防本部から応援要請があった場合における、応援に係る調整や情報収集等を実施するため
　の体制について回答してください。

都道府県内の応援調整体制
 【応援要請を受けた後の段階】
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